
貸 借 対 照 表

令和 2年 5月31日　現在

一般社団法人電資総合研究所 （単位：    円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科　　目 金　　額 科　　目 金　　額

【流動資産】       3,042,494 【流動負債】       3,486,158

現 金 及 び 預 金       1,862,056 未 払 金       3,390,633

売 掛 金       1,162,108 未 払 法 人 税 等          70,000

貸 倒 引 当 金          -6,972 預 り 金          25,525

前 払 費 用          25,300 【固定負債】       5,931,665

未 収 還 付 法 人 税 等               2 長 期 借 入 金       5,931,665

【固定資産】         501,381 負 債 の 部 合 計       9,417,823

【有形固定資産】         501,381 純 資 産 の 部

工 具 、 器 具 及 び 備 品         523,180 【株主資本】      -5,873,948

減 価 償 却 累 計 額         -21,799 利 益 剰 余 金      -5,873,948

そ の 他 利 益 剰 余 金      -5,873,948

繰 越 利 益 剰 余 金      -5,873,948

純 資 産 の 部 合 計      -5,873,948

資 産 の 部 合 計       3,543,875 負 債 及 び 純 資 産 合 計       3,543,875



　　　　商号　一般社団法人電資総合研究所

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１. 中小企業の会計に関する基本要領の適用

    この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

２．引当金の計上基準

 (1)貸倒引当金

    債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収

    不能見込額を計上しております。

3．消費税等の会計処理

    消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

4.固定資産の減価償却方法

    法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。

    また、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理してお

    ります。

Ⅱ．当期純損益

当期純利益　2,158千円

　　　　　                          　　     　　                            　　                         　　　　　　　　　　　　　　　　          以　上

個 別 注 記 表

令 和 １ 年 6 月 1 日 か ら

令 和 2 年 5 月 31 日 ま で




